
事務所

電話
ＦＡＸ

                          鑑定委員就任。８年間。

平成１６年４月　　日本知的財産仲裁センター運営委員

平成１８年４月　　憲法問題対策センター委員。現在に至る。

　０３－３５８０－５６１７

平成　６年４月  　東京地方裁判所　民事２２部（調停部）

平成１５年４月　　日本知的財産仲裁センターＩＰ評価研究会委員

平成　８年１月　　同上

自己紹介

住所

昭和４１年４月　　弁護士登録－東京弁護士会

　０３－３５０８－７７６４

主な経歴

　朝　倉　　正　幸

昭和４３年４月　　信和法律特許事務所設立

昭和６０年３月　　東京弁護士会監事就任（１年間）

                          調停委員就任。現在に至る。

氏名

　信和法律特許事務所
　〒105-0003
　東京都港区西新橋1-23-9　河野ビル5階

                          この前後、弁護士会各委員。

これまで経験したことを活かして、円満解決を図るつもりです。
とくに、紛争の当事者は心に傷を受けている方が多いので、それに注意しながら進める
必要があると思っています。

私がこれまで担当した事案は、２件を除き円満に解決し、センターとしての役割を果たし
たと考えています。
話し合いによる解決を目指すことが何より大事です。

公害、借地借家、親族、相続、著作権、工業所有権、医療問題、建築紛争、交通事故、

不動産取引、セクハラ

あっせん人・仲裁人としてのコメント

経験ある分野・担当可能な分野
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